
後期高齢者医療制度

①令和７年８月からの新しい資格確認書は、７月中に郵送で
　お届けします。

②医療機関を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書
　を提示してください。
※マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録を

　　行ったものをいいます。

③医療機関等での一部負担金の割合は１割、２割、ま
　たは３割です。

資格確認書（みほん）

後期高齢者医療制度　被保険者の皆さまへはマイナ保険証の
有無にかかわらず、申請無しで「資格確認書」をお届けします。

福祉課からのお知らせ

マイナ保険証をご利用下さい
マイナ保険証を使うメリット

●データに基づくより良い医療を受ける
ことができます。

●手続きなしで高額医療の限度額を超
える支払いを免除できます。

マイナンバーカードを保険証として利用
するための登録は、役場福祉課窓口・
医療機関・薬局の受付（カードリーダー）
などで行うことができます。
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福祉課　TEL:985-7124お問い合わせ

保険税は期限内納付をよろしくお願いします。

国 民 健 康 保 険 税 の 納 期 限 表

賦課限度額の変更
　国民健康保険税の賦課限度額に関しては、令和６年度から変更がありました。

低所得者への均等割・平等割の軽減
　低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の
対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行ないます。

　国民健康保険(国保)は、相互扶助という考えによって成り立っている医療保険制度です。加入世帯の被保
険者数や収入などに応じた保険税を負担することにより、万が一、被保険者が病気やけがをしたときには、
少ない自己負担（３割または２割）で医療サービスを受けるようになっています。
　今年度も国民健康保険税の納付が７月より始まります。国保税の納税義務者は国保に加入している世帯の
世帯主であり、年金から保険税が天引きとなる世帯（特別徴収）を除き、毎年７月から翌年の２月までの毎
月８期にわたり納付となります。

●口座振替
　　口座振替日：各納付月の25日（25日が休日・祝日の場合は翌営業日）
　　口座振替希望の方は、役場窓口または、各金融機関窓口で申請して下さい。
●国民健康保険税の納税通知書が届かない方は町に連絡を
　国保加入世帯には、7月上旬に郵送する予定ですが、表札、部屋番号が不明などの理由により、配達で
きず返送されてくる場合があります。7月20日を過ぎても保険税の納税通知書が届かない方は町に連絡し
てください。
●所得申告
　保険税所得割額の算出や低所得者への保険税の軽減、高額療養費の判定の基礎とするため、所得の有無
に関わらず、毎年必ず所得の申告を行う必要があります。まだ、所得申告が済んでいない方は、早急に所
得申告をするようお願いします。

福祉課からのお知らせ

第１期

令和６年度
令和７年度

令和６年度
令和７年度

５割軽減世帯
基準額43万円＋29.5万円×被保険者数
基準額43万円＋30.5万円×被保険者数

２割軽減世帯
基準額43万円＋54.5万円×被保険者数
基準額43万円＋56万円×被保険者数

医療分 介護分 支援分 合　計
６５０,０００円
６６０,０００円

１７０,０００円
１７０,０００円

２４０,０００円
２６０,０００円

１,０６０,０００円
１,０９０,０００円

第 期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

7月31日 ９月１日 ９月30日 10月31日 12月１日 １月５日 ２月２日 ３月２日
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